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第２部 基本計画 

  

１ 基本計画について 

 （１）基本計画に関する法施行状況報告 

    法第４条第１項において、政府は、公的統計の整備に関する施策の総合

的かつ計画的な推進を図るため、基本計画を定めなければならないと規定

されている｡ 
    この基本計画については、法第４条第６項において、統計をめぐる社会

経済情勢の変化を勘案し、及び公的統計の整備に関する施策の効果に関す

る評価を踏まえ、おおむね５年ごとに変更することが定められているが、

この「効果に関する評価」は、法第55条の規定に基づく総務大臣による法

施行状況報告に対する統計委員会の審議によって実施される。また、法第

４条第７項において、統計委員会は、基本計画の実施状況を調査審議し、

公的統計の整備に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため必要が

あると認めるときは、総務大臣又は総務大臣を通じて関係行政機関の長に

勧告することができるとされており、同条第８項において、総務大臣又は

関係行政機関の長は、前項の規定による勧告に基づき講じた施策について

統計委員会に報告しなければならないとされている。 
第Ⅰ期基本計画（計画期間：平成21年度（2009年度）から平成25年度

（2013年度）まで）は、平成21年（2009年）３月に閣議決定されたが、そ

の後、毎年度の法施行状況報告による評価を経て、第Ⅰ期基本計画を変更

した計画として、第Ⅱ期基本計画（計画期間：平成26年度（2014年度）か

ら平成30年度（2018年度）まで）が、平成26年（2014年）３月に閣議決定

された。 

その後、経済財政諮問会議や統計改革推進会議が示した統計改革の方向

性を確かなものとするため、第Ⅲ期基本計画（計画期間：平成30年度

（2018年度）から令和４年度（2022年度）まで）が、第Ⅱ期基本計画の終  

期を待たず、１年前倒しで策定された。 

さらに、平成31年（2019年）１月に明らかとなった統計の不適切事案を

発端として、統計委員会において「公的統計の総合的品質管理を目指した

取組について（建議）」（令和元年（2019年）９月30日）が取りまとめら

れ、また、統計改革推進会議統計行政新生部会において「統計行政の新生

に向けて～将来にわたって高い品質の統計を提供するために～」（令和元

年（2019年）12月24日）（注1）が取りまとめられたことを踏まえ、第Ⅲ期

基本計画に新たな取組が追加された（令和２年（2020年）６月２日閣議決

定）。 

なお、令和４年度（2022年度）末をもって第Ⅲ期基本計画が終期を迎え

（注１）「統計行政の新生に向けて～将来にわたって高い品質の統計を提供するために～」

（令和元年（2019年）12月 24日）
（https://www.kantei.go.jp/jp/singi/toukeikaikaku/pdf/20191224_shinsei_honbun.pdf） 
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るため、統計をめぐる社会経済情勢の変化を勘案し、及び公的統計の整備

に関する施策の効果に関する評価を踏まえ、令和５年（2023年）３月28日

に第Ⅳ期基本計画が閣議決定されている。 

 

図１ 統計法施行状況報告による基本計画の評価及び推進 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

（２）第Ⅲ期基本計画の概要 

第Ⅲ期基本計画（以下の記述において、単に「基本計画」という場合

は、第Ⅲ期基本計画を指す。）は、公的統計の整備に関する基本的な方

針や取組の方向性、継続的な取組事項等を示した「本文」と、平成30年

度（2018年度）からおおむね５年間に各府省が講ずべき具体的な措置、

方策、実施時期等を定めた「別表」で構成されており、別表には、国民

経済計算を軸とした横断的・体系的な経済統計の整備推進などの「公的

統計の整備に関する事項」と行政記録情報等の活用などの「公的統計の

整備に必要な事項」が掲げられている。 

なお、令和２年度（2020年度）の基本計画の変更により、別表には品

質確保に向けた取組の強化等に関する事項が追加されている。 

 

２ 第Ⅲ期基本計画の進捗状況 

（１）取組の概況 

令和４年度（2022年度）は、基本計画の取組状況を的確に把握する 

ため、基本計画別表に掲げられた事項について、各府省から自己評価を

含む取組実績の報告を受けることとした。 

内容をみると、令和４年度（2022年度）末までに、基本計画の内容に

沿った取組が完了又は継続的な取組が開始されているものは195事項

（202の事項のうち96.5％）となっており、その内訳は、基本計画の内容

に沿った所要の措置が完了しているもの（措置完了）が112事項（同

55.4％）、基本計画の内容に沿った所要の措置は終えたものの、その検

討結果や実施過程において課題等が残されている事項（課題あり）が７

事項（同3.5％）、毎年度継続的な取組が必要な事項（継続的取組）が76

事項（同37.6％）となっている。 

また、基本計画の内容に沿った取組が完了していないものは７事項
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（同3.5％）となっており、いずれも、この令和４年度（2022年度）末ま

でには実施に至らなかったものの、今後実施・検討予定の事項（実施・

検討予定）となっている（表１参照）。 

なお、課題あり及び実施・検討予定の事項については、第Ⅳ期基本計

画期間内における取組の進捗・検討が見込まれる。 

 

表１ 基本計画別表の進捗状況（令和４年度（2022年度）） 

項目 

実施済等の別 

基本計画の内容に沿った取組が完了又は
継続的な取組が開始済みのもの 

基本計画の内容に沿った取
組が完了していないもの 

計 
 

実施済 
継続的 
取組 

 
実施・検
討予定 

実施 
困難 措置 

完了 
課題 
あり 

第２ 公的統計の整備に
関する事項 

115 
(95.8%) 

96 
(80.0%) 

7 
(5.8%) 

12 
(10.0%) 

5 
(4.2%) 

5 
(4.2%) 

0 
（0.0%） 

120 
（100%） 

 １  国民経済計算を
軸とした横断的・体
系的な経済統計の
整備推進 

59 
(95.2%) 

51 
(82.3%) 

3 
(4.8%) 

5 
(8.1%) 

3 
(4.8%) 

3 
(4.8%) 

0 
(0.0%) 

62 
(100%） 

２ 社会・経済情勢の
変化を的確に捉え
る統計の整備 

49 
(98.0%) 

42 
(84.0%) 

3 
(6.0%) 

4 
(8.0%) 

1 
(2.0) 

1 
(2.0) 

0 
(0.0%) 

50 
(100%） 

３  グローバル化に
対応した統計整
備・国際協力等の
推進 

7 
(87.5%) 

3 
(37.5%) 

1 
(12.5%) 

3 
(37.5%) 

1 
(12.5%) 

1 
(12.5%) 

0 
(0.0%) 

8 
(100%） 

第３ 公的統計の作成・
提供・利用の基盤整
備 

80 
(97.6%) 

16 
（19.5%） 

0 
（0.0%） 

64 
（78.0%） 

2 
(2.4%) 

2 
（2.4%） 

0 
（0.0%） 

82  
(100%) 

 １ 統計作成の効率
化及び報告者の負
担軽減 

11 
(100%) 

1 
(9.1%) 

0 
(0.0%) 

10 
(90.9%) 

0 
(0.0%) 

0 
(0.0%) 

0 
(0.0%) 

11 
(100%） 

２ 統計の品質確保 
20 

(95.2%) 
3 

(14.3%) 
0 

(0.0%) 
17 

(81.0%) 
1 

(4.8%) 
1 

(4.8%) 
0 

(0.0%) 
21 

(100%） 

３ 統計の利活用促
進・環境改善 

22 
(100%) 

8 
(36.4) 

0 
(0.0%) 

14 
(63.6%) 

0 
(0.0%) 

0 
(0.0%) 

0 
(0.0%) 

22 
(100%） 

４ 統計部局による広
範な支援・統計リソ
ースの確保・統計
人材の育成等 

27 
(96.4%) 

4 
(14.3%) 

0 
(0.0%) 

23 
(82.1%) 

1 
(3.6%) 

1 
(3.6%) 

0 
(0.0%) 

28 
(100%） 

計 
195 

(96.5%) 
112 

(55.4%) 
7 

(3.5%) 
76 

(37.6%) 
7 

(3.5%) 
7 

(3.5%) 
0 

(0.0%) 
202 

(100%） 

 

 

 

  

（注１）進捗状況は、各府省からの報告による。 
（注２）括弧内の数字は合計の事項数に占める割合である。なお、小数点第二位を四捨五入しているた

め、合計が 100にならない場合がある。 
（注３）一つの事項の中で、複数の取組が求められており、取組によって進捗状況が異なる場合は、進捗

度合いが最も高い区分に整理（実施済(措置完了)112事項のうち、実施済及び継続的取組が２事項、
実施済及び実施・検討予定が２事項）  
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（２）主な取組と今後の課題等 

    基本計画の取組は多岐にわたるが、その中で注目すべき主な取組につい

て、第Ⅲ期の計画期間中に進展のあったものと、当該取組に係る今後の課

題の概略を表２で整理した。 

    ここで掲げた今後の課題については、第Ⅳ期基本計画に盛り込まれ、更

なる取組を行っていくこととなっている。 

 

表２ 第Ⅲ期基本計画に係る進展のあった主な取組と今後の課題 

テーマ 進展のあった主な取組 今後の課題 
関連指標等 

（令和４年度） 

国民経
済計算・
経済統計
の改善を
始めとす

る府省横
断的な統
計整備の
推進 

○四半期別ＧＤＰ速報（Ｑ
Ｅ）及び年次推計の改善、
家計可処分所得・家計貯蓄
率四半期別速報及び生産側
系列の四半期速報（生産Ｑ

ＮＡ）の公表 
○基準年ＳＵＴ・産業連関表
及び中間年ＳＵＴに係る基
本構成の大枠の取りまと
め、生産物分類の策定、経
済構造実態調査の創設、経

済構造統計の体系的整備等 
○行政記録情報等の活用によ
る事業所母集団データベー
スの整備・充実、統計調査
の回答の利便性を向上する
取組である企業調査支援事

業の開始 

○分配側系列の四半期速
報の公表の可否、年次
推計における分配面の
精度向上、デフレータ
ーの充実 

 
○ＳＵＴ体系への完全移
行、デジタル化等の迅
速な把握、サービス産
業の月次の基幹統計の
整備 

 
○事業所データベース情
報の更新頻度の見直
し、各種統計調査の役
割分担の検討、重複是
正の継続実施 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
○事業所母集団デ
ータベース 

・利用件数 254件 
・重複是正実施率
98.6% 

ユーザ
ー視点に
立った統
計データ
等の利活

用促進 

○政府統計の総合窓口（e-
Stat）の収録内容・機能充
実 

○ミクロデータの利用に資す
るオンサイト利用の環境整

備（オンサイト施設の整
備、ポータルサイトの開設
等） 

○e-Stat掲載データの整
備（機械判読化等）に
よる利便性の向上 

○ミクロデータの利活用
の柔軟化や提供手続等

の迅速化・簡素化、リ
モートアクセスの実証
実験 

○e-Statアクセス
件数 

・40,218,670件 
○調査票情報の提
供件数(法33条) 

・2,490件 

統計改
善の推進

に向けた
基 盤 整
備・強化 

○総合的品質管理の考えに基
づくＰＤＣＡサイクルの確

立、統計作成プロセスの改
善、統計専門人材の確保・
育成、職場風土の確立等の
推進、中央統計機構による
各府省への統計業務支援 

○オンライン調査の推進（約

９割の調査で導入済）、政
府統計共同利用システム
（e-Stat、e-Survey）、事
業所母集団データベースと
いった府省共通のプラット
ホームの整備等 

○統計作成プロセス診断
の計画的な実施、統計

品質管理官、統計デー
タアナリスト等による
統計品質管理体制の充
実 

 
○回答数に占めるオンラ

イン回答数の割合の向
上に向けたe-Surveyの
改修（回答方法の多様
化、コミュニケーショ
ン機能の追加）等、各
府省での共同利用が可

能な汎用集計ツールの
開発 

○公表遅延件数 
・基幹：1件 

・一般：16件 
 
 
 
 
○基幹統計調査の

オンライン回答
率（平均値） 

・企業系：43.5% 
・世帯系：21.0% 
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（参考）令和４年度（2022年度）における主な取組実績 

 

基本計画別表記載事項に関する各府省の取組実績のうち、特に令和４年度

（2022年度）中に進捗のあった主な取組の状況は、表３のとおりである。 

なお、令和４年度（2022年度）における全事項の取組実績については、「３ 

別編[基本計画 事項別推進状況]」に掲載している｡ 

 

表３ 令和４年度（2022年度）における各府省の主な取組実績等 

基本計画の記載 主な取組実績 取組による効果 

【国際議論への積極

的な参画】 

国民経済計算に係

る国際基準策定プロ

セスへの関与を強化

するため、国際議論

への積極的参画を図

りつつ、理論的・実

務的な研究を実施す

る。また、それらの

研究を踏まえ、ＯＥ

ＣＤ等の国際会議に

おいて積極的な意見

表明を実施する。こ

のためにも、国際的

な動向も踏まえた新

分野の取り込み、生

産・支出・分配の三

面の整合性等に関す

る研究開発プロジェ

クトを推進する。 

令和７年（2025年）の採択が見込まれる国際

基準の改定に向けて、国連等が作成する事項別

論点ペーパーについて、関係機関と連携しつつ

意見表明を行うとともに、我が国の研究事例に

ついて国際会議で随時発表を行うなど、国際的

な議論に積極的に参画している。具体的には、

我が国の先進的な研究事例として、①経済のデ

ジタル化の状況を把握するデジタル供給・使用

表の取組について、令和２年(2020年)６月の国

際会議で発表し、令和２年(2020年)10月及び令

和４年(2022年)３月にそれぞれ報告書を作成、

内閣府ＨＰにて公表したほか、②家事活動等の

評価に係る推計方法や結果について令和４年

（2022年）10月の国際会議において発表した。 

生産・支出・分配の三面の整合性に関する研

究会を令和２年度（2020年度）に開催し、①生

産・支出・分配の三面の調整手法に関する整

理、②分配側各推計（雇用者報酬、営業余剰・

混合所得）の精度向上に向けた課題整理等を行

い、令和３年（2021年）４月の第27回国民経済

計算体系的整備部会にて報告を行った。 

デジタルＳＵ

Ｔの作成等の先

進的な取組の成

果を国際会議で

共有すること等

を通じて、我が

国として国民経

済計算に係る国

際基準策定プロ

セスに積極的に

関与し、国際議

論の進展に貢献

した。 

【労働者区分のガイ

ドラインの見直し】 

 「統計調査におけ

る労働者の区分等に

関するガイドライ

ン」について、労働

者数を把握している

事業所・企業を対象

とする統計調査全般

令和元年（2019年）11月に設置した経済統計

の体系的整備等に関するワーキンググループの

第４回会合（令和４年（2022年）３月開催）に

おいて、経済センサス‐活動調査における労働

者の区分がガイドラインに沿った整理となって

いることを確認した上で、今後のガイドライン

の見直しの方向性について、情報共有したとこ

ろ。 

本ガイドライ

ンの適用対象と

なる統計調査に

おいて、改定後

のガイドライン

に則った措置が

講じられること

により、統計調

査間の比較可能
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に適用を拡大すると

ともに、令和３年

（2021年）経済セン

サス – 活動調査の

試験調査や企業ヒア

リング等を通じ、雇

用契約期間（無期・

有期）の更なる実査

可能性に係る検証・

検討を実施した上

で、ガイドライン改

正イメージに沿った

改定を図る。 

その後、ガイドラインについては、ＷＧにお

ける構成員の意見を踏まえた所要の見直しを行

った上で、令和５年（2023年）２月28日の統計

企画会議において改定の申合せがなされた。 

性の向上等が見

込まれる。 

【ＳＤＧグローバル

指標への対応】 

統計委員会や各府

省との連携を図り、

ＳＤＧｓのグローバ

ル指標の対応拡大に

取り組む。この際、

既存の統計調査では

算出困難なものもあ

ることから、知見を

有する第三者の協力

も得ながら、新しい

情報源の活用可能性

の検討を進める。 

 

 

令和２年（2020年）３月に国連統計委員会で

承認されたＳＤＧグローバル指標の包括的見直

しによる新たな枠組みに基づき、令和４年

（2022年）６月のＳＤＧｓ推進本部幹事会にお

いて新たに５指標の作成方法等を、令和５年

（2023年）１月の同幹事会において新たに１指

標の作成方法等を、それぞれ決定した。これら

計６指標を含め、算出値の更新等があった指標

のデータを、外務省ホームページ（JAPAN SDGs 

Action Platform）において公表している。こ

れにより、全248指標のうち162指標のデータが

公表済みとなった。 

また、「ビッグデータ等の利活用推進に関す

る産官学協議のための連携会議」の下、地球環

境や気象等の観測データを活用した統計作成や

分析を促進することを目的に設置された「観測

データ利活用検証ＷＧ」において算出方法等の

検証を実施していたＳＤＧグローバル指標

11.3.1について、検証結果をレポートに取りま

とめ、総務省ホームページで公表した。 

 ＳＤＧグロー

バル指標につい

て、平成29年

（2017年）６月

現在で我が国が

対応可能な指標

は約40％となっ

ていたところ、

令和４年度

（2022年度）末

現在で約65％が

公表済みとなっ

た。 

 また、既存の

統計調査では算

出困難な指標に

ついて、知見を

有する第三者の

協力も得て公表

を行った。 

【ビッグデータの活

用に向けた検討】 

ＰＯＳデータ、人

流データ、ＳＮＳデ

ータなど民間データ

の活用に係る先行事

 平成30年（2018年）５月に設置した「ビッグ

データ等の利活用推進に関する産官学協議のた

めの連携会議」（以下「ビッグデータ連携会

議」という。）を令和４年度（2022年度）に２

回開催し、各府省や民間企業等におけるビッグ

データの利活用事例について意見交換を行う

ビッグデータ

連携会議を平成

30年度（2018年

度）～令和４年

度（2022年度）

で合計19回開催
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例があるデータ又は

優先度の高いデータ

等（行政記録情報等

を含む。）を選定し

て、各府省の協力に

より集中的に協議す

ることにより、利活

用上の各種課題の解

決や、優良事例等を

積み上げて公表する

ための産官学連携に

よる会議を開催し、

及び政府内における

検討の場を設け、デ

ータの保護や取得等

の課題について集中

的に検討し、各府省

と地方公共団体・民

間企業等の間におけ

る統計的分析や統計

作成目的によるデー

タ等の相互利活用を

推進するとともに、

可能性の高いものか

ら、速やかに試行的

な活用等を行う。 

等、産官学の関係者に広く情報を共有した。第

18回ビッグデータ連携会議（令和４年（2022

年）６月２日）において、ビッグデータの活用

拡大に向けて、ビッグデータの活用事例を既存

の公的統計との関係性の観点から再整理を行

い、今後の取組の方向性を示した取りまとめを

公表した。 

 また、公的統計の補完・新たな指標の作成の

可能性を検討することを目的に、人流データを

活用し、宿泊旅行統計調査の延べ宿泊者数の先

行指標の開発等の実証研究を行っており、有用

性や今後の活用拡大の可能性を検討している。

なお、この取組について、2022年度統計関連学

会連合大会及び第19回ビッグデータ連携会議

（令和４年（2022年）10月28日）において報告

した。 

し、利活用の優

良事例を27件積

み上げて公表す

るとともに、同

会議取りまとめ

において、民間

データの活用事

例について公的

統計との関係性

に着目して分

類・分析したこ

とによって、今

後の民間データ

の公的統計への

利活用の方向性

を検討する上で

有益な視点を得

た。 

また、公的統

計の補完や新た

な指標作成に関

し、人流データ

を活用した宿泊

動向の試算によ

って、その有用

性や今後の活用

拡大の可能性を

確認した。 

【統計研修の充実】 

統計研究研修所と

協力しつつ、高度な

統計技術の研究・開

発の成果の活用も含

め、統計業務に従事

する職員向けの研修

内容の充実を図ると

ともに、国・地方公

共団体の職員一般の

統計リテラシーの引

総務省から各府省に対し、職員の統計研修受

講を促すとともに、毎年度の都道府県統計主管

課長等を対象とした会議等において、統計研修

について紹介し、地方公共団体職員の統計研修

受講も促している。こうした取組もあり、統計

研修（特にオンライン研修）の修了者数は着実

に増加傾向にある。（統計研修修了者数：平成

30年度（2018年度） 3,609人→令和４年度

（2022年度）13,542人（うち、オンライン研修

修了者数：12,788人）） 

統計研修の修

了者数につい

て、毎年着実に

増加した。 

 

<統計研修修了者

数> 

・平成30年度

（2018年度）：

3,609人 
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き上げ要請を踏ま

え、職員一般に広く

学習を求めるべき項

目を選定し、基礎項

目のオンライン研修

の受講を必修化する

など、研修受講機会

が拡大・定着するよ

うな取組を進める。

また、各府省及び地

方公共団体に対する

講師派遣等に向けた

具体的方策を検討

し、その実現を図

る。 

令和４年度（2022年度）は、オンライン研修

及びライブ配信により受講しやすい環境を整備

するとともに、講義内で演習に取り組む研修を

集合研修により行うなど、受講者のニーズに対

応している。 

 また、総務省において平成31（令和元）年度

（2019年度）以降の新規採用職員研修に統計に

関する講義を追加するとともに、様々な機会を

捉え、今後のオンライン研修の受講を促した。

さらに、各府省や地方公共団体からの依頼内容

を踏まえ、統計の利用・分析等の専門知識を有

する総務省職員を選定し、講師として派遣し

た。 

・令和元年度

（2019年度）：

6,671人 

・令和２年度

（2020年度）：

8,319人 

・令和３年度

（2021年度）：

11,390人 

・令和４年度

（2022年度）：

13,542人 
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３ 別編[基本計画 事項別推進状況] 

※ この「別編」には、原則として、基本計画別表「今後５年間に講ずる具体的施策」に掲

げられた事項の令和４年度（2022年度）における推進状況（取組実績）を掲載しているが、

その他、基本計画本文の記述で別表に具体的施策が記載されていないもののうち、特にフ

ォローアップが必要と考えられる事項についても推進状況（取組実績）を掲載している。 

※ 「具体的な措置、方策等」欄における「◎」は基幹統計に係る事項を、「○」はその他の

公的統計に係る事項（基幹統計を含む公的統計全般に共通した事項を含む。）を示す。

※ 「実施済等の別」欄の各類型は、令和４年度（2022年度）末現在での検討状況及び進捗

状況に対する各府省等の自己評価の結果を表す。各類型の内容は以下のとおりである。 

・実施済  ：令和４年度（2022年度）末までに、基本計画の内容に沿った所要の措置を終えたも

の 

・実施済（課題あり）：令和４年度（2022年度）末までに、基本計画の内容に沿った所要の措置を終

えたもののうち、その検討結果や実施過程において課題等が残されているもの 

・継続的取組：基本計画で求められている事柄の性質上、期限は設けられていないが継続的・段階

的な措置・取組が必要なもの 

・実施・検討予定：令和４年度（2022年度）末までに実施済には至らなかったものの、引き続き実

施・検討が行われるもの 

※ 「令和４年度（2022年度）末現在の検討状況又は進捗状況」欄に担当府省名が【  】

で記載されていない場合、当該取組の担当府省は、「担当府省」欄と同一である。
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統計法条文別実施状況の概要（平成30年度～令和４年度） 

Ⅰ 公的統計の作成 

○ 基幹統計

基幹統計については、平成30年度（2018年度）から令和４年度（2022年度）

にかけて、56から53に減少している。これは、商業統計、特定サービス産業

実態統計及び工業統計が経済構造統計に再編されたことに伴い、令和元年

（2019年）５月にこれら３つの基幹統計の指定が解除されたことによるもの

である。 

また、基幹統計調査については、同期間にかけて、50から49に減少してい

る。これは、工業統計調査が経済構造実態調査に包摂されたことに伴い、令

和３年（2021年）７月に工業統計調査の中止が承認されたことによるもので

ある。 

なお、第Ⅲ期基本計画においては、エネルギー消費統計や観光統計の基幹

統計化について盛り込まれたものの、実現には至っていない。 

○ 一般統計調査

一般統計調査の承認件数については、おおむね横ばいとなっているものの、

必要性が低下した調査の廃止や、関連する調査の統合により、承認が有効な

一般統計調査の数は、平成30年度（2018年度）から令和４年度（2022年度）

にかけて228から205に減少している。 

○ 事業所母集団データベース

事業所母集団データベースに記録されている情報の提供件数は、令和元年

（2019年）５月に施行された統計法及び独立行政法人統計センター法の一部

を改正する法律（平成30年法律第34号。以下「平成30年改正法」という。）に

おいて、同データベースの提供対象者及び提供対象となる調査が拡大したこ

とに伴い、平成30年度（2018年度）から令和元年度（2019年度）にかけて123

件から245件に増加し、その後は、おおむね横ばいとなっており、令和４年度

（2022年度）は254件となっている。 

なお、第Ⅲ期基本計画においては、レジスター統計（事業所母集団データ

ベースに格納されたデータを基に、ある時点で集計したもの）の作成の検討

が盛り込まれたところ、これについての試算値が研究結果（中間報告）とし

て統計局ホームページに掲載※されている。 

※レジスター統計（試算値）の作成に関する研究結果（中間報告）

https://www.stat.go.jp/info/kenkyu/jsdb/register.html
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Ⅱ 調査票情報等の利用及び提供 

 ○ 調査票情報の提供 

   法第33条の規定に基づく調査票情報の提供件数は、平成30年度（2018年度）

から令和元年度（2019年度）までにかけて、2,740件から2,218件と減少した

が、その後は増加傾向で推移し、令和４年度（2022年度）は2,490件となって

いる。 

   また、平成30年改正法の施行により、法第33条の２の規定が設けられ、学

術研究の発展に資すると認められる場合又は高等教育の発展に資すると認め

られる場合についても、調査票情報の提供が可能となったことに伴い、令和

元年度（2019年度）から、当該規定に基づく調査票情報の提供が開始されて

いる。 

 

 ○ オーダーメード集計 

   オーダーメード集計の提供件数は、令和４年度（2022年度）において21件

となっており、近年、おおむね横ばいで推移している。 

   なお、オーダーメード集計については、平成30年改正法に基づく統計法施

行規則の改正（平成31年総務省令第9号）により、利用要件が緩和され、令和

元年度（2019年度）以降、官民データ活用推進基本法（平成28年法律第103号）

により指定された重点分野（令和３年（2021年）９月以降、デジタル社会形

成基本法（令和３年法律第35号）に基づく特定公共分野に変更）に係る統計

の作成等が追加されるとともに、教育目的の利用が高等学校相当まで拡大さ

れた。 

 

 ○ 匿名データの提供 

   匿名データの提供件数は、近年やや減少していたが、令和４年度（2022年

度）は前年度から増加し、46件となっている。 

   なお、匿名データの提供についても、令和元年度（2019年度）以降、上記

のオーダーメード集計と同様の利用要件の緩和がなされている。 

 

Ⅲ 統計委員会 

○ 統計委員会等の開催状況 

   令和４年度（2022年度）における統計委員会の開催実績は16回となってお

り、この５年間において最も多く開催されている。これは、通常の基幹統計

調査に係る審議等に加えて、令和４年（2022年）８月10日に総務大臣に提出

された統計委員会建議に係る審議や、令和５年（2023年）３月７日に答申さ

れた第Ⅳ期基本計画に係る審議を行ったことによるものである。 
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Ⅳ その他 

 ○ 統計情報の提供 

   政府全体で運営する政府統計のポータルサイトである「政府統計の総合窓

口（e-Stat）」については、登録されている統計調査の数及び提供されている

統計表の数は、年々増加しており、平成30年度（2018年度）から令和４年度

（2022年度）にかけて、登録されている統計調査の数は604から692に増加し、

提供されている統計表の数も約77.4万から約94.4万に増加している。 

 また、これに伴い、e-Statのアクセス数も増加しており、同期間にかけて、

約2,149万件から約4,022万件に増加している。 
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第３部 統計法条文別実施状況 

 

Ⅰ 公的統計の作成 

１ 基幹統計 

（１）基幹統計の指定、変更等の状況 

法第２条第４項では、行政機関が作成する統計のうち、 

① 国勢統計（国勢調査により作成される統計） 

② 国民経済計算 

③ 政策上特に重要な統計、民間で広く利用されると見込まれる統計又

は国際条約等において作成が求められている統計等として、総務大臣

が指定した統計 

を基幹統計としており、令和４年度（2022年度）末現在において、基幹統

計の総数は、令和３年度（2021年度）末現在と変わらず、53統計となって

いる（資料９参照）。 

また、法第７条においては、総務大臣が、基幹統計の指定をしようとす

るとき又は指定の変更若しくは解除をしようとするときは、統計を作成す

る行政機関の長に協議するとともに、統計委員会の意見を聴かなければな

らないとされており、指定、変更又は解除したときは、その旨を公示する

こととされている。 

令和４年度（2022年度）においては、指定、変更又は解除を行ったもの

はなかった。 

 

（２）法定の基幹統計の状況 

① 国勢統計 

法第５条第２項において、総務大臣は、国勢調査を10年ごとに行い、

国勢統計を作成しなければならないとされている。ただし、当該国勢調

査を行った年から５年目に当たる年には簡易な方法による国勢調査を実

施し、国勢統計を作成することとされている。 

総務省は、令和２年（2020年）10月１日を基準日として国勢調査を

実施し、令和４年度（2022年度）は、令和４年（2022年）４月６日に

「小地域集計（移動人口の男女・年齢等集計に関する集計）」、同年５

月27日に「就業状態等基本集計」、同年７月６日に「小地域集計（就業

状態等基本集計に関する集計）」、同年７月22日に「従業地・通学地に

よる人口・就業状態等集計」、同年８月31日に「移動人口の就業状態等

集計」及び「小地域集計（従業地・通学地による人口・就業状態等集計

に関する集計）」、同年12月27日に「抽出詳細集計」、令和５年（2023

年）３月16日に「ライフステージでみる日本の人口・世帯」を公表した。 

 

② 国民経済計算 

法第６条第１項において、内閣総理大臣は、国際連合の定める国民
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経済計算の体系に関する基準に準拠し、国民経済計算の作成基準を定め、

これに基づき、毎年少なくとも一回、国民経済計算を作成しなければな

らないとされている。 

また、同条第２項では、作成基準を定めようとするとき又は変更し

ようとするときは、あらかじめ、統計委員会の意見を聴かなければなら

ないとされ、同条第３項では、作成基準を定めたとき又は変更したとき

は、これを公示しなければならないとされている。 

内閣府は、「2021年度（令和３年度）国民経済計算年次推計」のう

ち、令和４年（2022年）12月８日に「支出側系列等」、同年12月23日に

「フロー編」、令和５年（2023年）１月20日に「ストック編」を作成・

公表するとともに、四半期１次速報及び２次速報をそれぞれ４回、作

成・公表した。 

 

（３）基幹統計と基幹統計調査の関係 

基幹統計の作成方法は、統計調査による作成と、統計調査以外の方法に

よる作成の二類型に大別される。 

令和４年度（2022年度）末現在、基幹統計の総数53のうち、統計調査以

外の方法により作成する基幹統計（加工統計）は、６統計（国民経済計算、

人口推計、生命表、社会保障費用統計、鉱工業指数及び産業連関表）とな

っている。 

それ以外の47統計は、統計調査により作成する基幹統計（調査統計）で

あり、これら基幹統計の作成を目的とする統計調査は「基幹統計調査」と

されている（法第２条第６項）。 

基幹統計と基幹統計調査の関係は、基本的に１対１対応となっているが、

「経済構造統計」のみ、同統計の作成を目的とする基幹統計調査が、「経

済センサス‐基礎調査」、「経済センサス‐活動調査」及び「経済構造実

態調査」の３調査となっている。 

このため、47の基幹統計（調査統計）の作成を目的とする基幹統計調査

の総数は、下図のとおり、49調査となっている（資料９参照）。 

 

 

 

 

 

 

 

 
   

 

 

基幹統計（調査統計） 左記の基幹統計を作成するための基幹統計調査 

経済構造統計 ３調査（経済センサス-基礎調査、経済センサス-活動調査 
及び経済構造実態調査） 

上記以外の基幹統計 
（46統計） 46調査 

47統計 49調査 
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（４）基幹統計調査の実施又は変更等の承認状況

法第９条又は第11条においては、行政機関の長は、基幹統計調査を新た

に実施する場合又は変更若しくは中止する場合には、あらかじめ、総務大

臣の承認を受けなければならないとされており、総務大臣は、承認の申請

があったときは、統計委員会が軽微な事項と認めるもの（資料27参照）を

除き、同委員会の意見を聴かなければならないとされている。 

基幹統計調査の実施又は変更若しくは中止について、令和４年度（2022

年度）に総務大臣が承認した件数は17件であり、このうち、統計委員会の

答申を経たものは７件であった（表４、資料10及び11参照）。 

表４ 基幹統計調査の承認件数等 （令和４年度（2022年度)） 

府省名 
総務大臣の承認件数 （参考） 

所管する基幹
統計調査の数 

うち統計委員会
の答申を経た 
もの 総数 (新規) (変更) (中止) 

総務省 4 0 4 0 1 12 

財務省 0 0 0 0 0 2 

文部科学省 3 0 3 0 0 4 

厚生労働省 3 0 3 0 2 7 

農林水産省 1 0 1 0 1 7 

経済産業省 2 0 2 0 1 6 

国土交通省 4 0 4 0 2 9 

総務省・経済産業省 0 0 0 0 0 2 

合計 17 0 17 0 7 49 
（参考） 
令和３年度 

（2021年度)の実績
24 0 23 1 14 49 

（注１）総務大臣は、行政機関の長から基幹統計調査について承認の申請があったとき、例えば実質的な内容変更
を伴わない調査要綱の表現ぶりや調査票様式の変更など、統計委員会が軽微な事項と認めるものを除き、同
委員会に諮問し、答申を経ることとされている。 

（注２）複数回承認されている場合、それぞれ１件と計上している。 
（注３）「（参考）令和３年度（2021年度）の実績」における「総務大臣の承認件数（中止）」の１件は、経済構

造実態調査への包摂に伴い中止された工業統計調査である。 

（５）統計調査以外の方法により作成する基幹統計に関する通知の状況

法第26条第１項において、行政機関の長は、統計調査以外の方法により

基幹統計を作成する場合又はその作成方法を変更する場合（政令で定める

軽微な変更を除く。）には、その作成方法について、あらかじめ、総務大

臣に通知をしなければならないとされ、同条第２項及び第３項では、総務

大臣は、当該通知のあった基幹統計の作成方法を改善する必要があると認

める場合には、統計委員会の意見を聴いた上で当該行政機関の長に対して

意見を述べることができるとされている。 

令和４年度（2022年度）に、総務大臣に対して統計調査以外の方法によ

る基幹統計に係る作成方法の通知が行われたものは、国民経済計算の１件
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のみであり、総務大臣が意見を述べたものはなかった。 

 

（６）基幹統計の公表の状況 

法第８条第１項において、行政機関の長は、基幹統計を作成したときは、

当該基幹統計をインターネットの利用その他の適切な方法により公表しな

ければならないと規定されている。 

令和４年度（2022年度）に、行政機関が第一報の公表を行った基幹統計

は、42件であった。 

これらのうち、統計の品質を構成する公表の適時性の向上のため、調査

計画の変更を経て、前回よりも公表が早期化された基幹統計は、統計調査

により作成された37件のうち、１件あった。 

また、予定していた時期よりも公表が遅延した基幹統計は１件あった

（表５参照）。 

 

表５ 公表を行った基幹統計の件数等 （令和４年度（2022年度)） 

府省名 

公表を行った基幹統計の件数 
統計調査に

より作成さ

れた統計の

うち、公表

が早期化さ

れた件数 

公表を行っ

た統計のう

ち、公表が

遅延した 

件数 

総数 

統計の作成方法別の状況 

統計調査以

外の方法に

より作成さ

れた件数 

統計調査により作成された

件数 
周期調査等

により作成

された件数 

経常調査に

より作成さ

れた件数 

内閣府 1 1 0 0 0 0 

総務省 8(1) 1 1 6(1) 0 0 

財務省 2 0 0 2 0 0 

文部科学省 3 0 1 2 1 0 

厚生労働省 8 2 0 6 0 0 

農林水産省 5 0 0 5 0 1 

経済産業省 8(1) 1 0 7(1) 0 0 

国土交通省 8 0 0 8 0 0 

合計 42(1) 5 2 35(1) 1 1 
（参考） 

令和３年度

（2021年度)の

実績 

39 5 2 32 

  

（注１）令和４年度（2022年度）に第一報の公表を行った基幹統計を計上している。 

（注２）令和４年度（2022年度）に統計調査以外の方法により作成・公表された基幹統計は、国民経済計算（内閣

府）、人口推計（総務省）、生命表（厚生労働省）、社会保障費用統計（厚生労働省）及び鉱工業指数（経
済産業省）である。 

（注３）（ ）内の１は経済構造統計であり、共管の府省にそれぞれ１件と計上しているため、各府省の公表を行

った基幹統計の件数を単純合計しても、合計と一致しない。 
（注４）本表でいう「経常調査」とは、１年以下の周期（毎月、毎四半期、半年など）で行われる統計調査のこと

をいい、「周期調査等」とは、１年を超える周期（２年に１回、５年に１回など）か１回限りで行われる統

計調査のことをいう。 
（注５）本表でいう公表の「早期化」とは、調査計画における第一報の公表期日について、繰上げの変更が行われ

ている場合をいう。 

（注６）本表でいう公表の「遅延」とは、実際に公表を行った時期について、予定していた公表時期から遅れのあ
った場合をいう。 
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２ 一般統計調査 

（１）一般統計調査の実施又は変更の承認状況等 

法第２条第７項においては、行政機関が行う統計調査のうち、基幹統計

調査以外の統計調査を一般統計調査と定義し、法第19条第１項又は第21条

第１項においては、行政機関の長が新たに一般統計調査を実施する場合又

は変更（総務省令で定める軽微な変更を除く。）する場合は、あらかじめ、

総務大臣の承認を受けなければならないとされている。 

また、法第21条第３項においては、一般統計調査を中止する場合、当該

調査を実施する行政機関の長は、あらかじめ、総務大臣にその旨を通知し

なければならないとされている。 

令和４年度（2022年度）に総務大臣が承認を行った一般統計調査は89件

（表６、資料12及び13参照）、総務大臣に対して行われた一般統計調査の

中止の通知は５件であった。 

なお、令和４年度（2022年度）末現在で、承認が有効となっている一般

統計調査は205件となっている。 

 

    表６ 一般統計調査の承認件数等 （令和４年度（2022年度）） 

府省名 

承認した一般統計調査の件数 中止した 
一般統計調
査の件数 

（参考） 
所管する 
一般統計調
査の数 

総数 
新規の 
申請 

変更の 
申請 

内閣官房 1 0 1 0 1 

人事院 3 0 3 0 4 

内閣府 10 2 8 0 15(1) 

総務省 3 2 1 0 7 

財務省 0 0 0 1 4(1) 

文部科学省 10(1) 3 7(1) 0 19(2) 

厚生労働省 33(1) 3 30(1) 0 69(2) 

農林水産省 15(1) 2 13(1) 1 31(1) 

経済産業省 4(1) 0 4(1) 2 11(1) 

国土交通省 9 1 8 1 41 

環境省 3 0 3 0 6 

合計 89(2) 13 76(2) 5 205(4) 

（参考） 
令和３年度 

（2021年度)の実績 
83(2) 16 67(2) 2 209(4) 

（注１）（ ）内の数値は共管調査（複数の府省が共同で行う調査）の数であり、承認件数の内数。共管調
査は、共管の府省にそれぞれ１件と計上しているため、各府省の承認件数を単純合計しても、合計と
一致しない。 

（注２）「所管する一般統計調査の数」欄には、令和４年度（2022年度）末現在で、承認が有効となってい
る一般統計調査を計上している。なお、各府省の産業連関構造調査はまとめて１調査としているため、
合計欄にのみ計上し、各府省欄には計上されていない。 

（注３）複数回承認されている場合、それぞれ１件と計上している。 

 

（２）一般統計調査の結果の公表の状況 

法第23条第１項においては、行政機関の長は、一般統計調査の結果を作

成したときは、特別な事情がある場合を除き、当該結果をインターネット

の利用その他の適切な方法により公表しなければならないと規定されてい
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る。 

令和４年度（2022年度）に、行政機関が第一報の公表を行った一般統計

調査の結果は176件であった。これらのうち、調査計画の変更を経て、前

回よりも公表が早期化された一般統計調査は３件あった。 

また、予定していた時期よりも公表が遅延した一般統計調査は16件あっ

た（表７参照）。 

 

表７ 公表を行った一般統計調査の件数等 （令和４年度（2022年度）） 

府省名 

公表を行った一般統計調査の件数 公 表 が
早 期 化
さ れ た
件数 

公 表 が
遅 延 し
た件数 総数 

周期調査等
により作成
された件数 

経常調査によ
り作成された
件数 

内閣官房 1 0 1 0 0 

人事院 2 0 2 0 0 

内閣府 12(1) 2 10(1) 0 0 

総務省 10 5 5 0 0 

財務省 5(1) 1 4(1) 0 0 

文部科学省 15(2) 4 11(2) 0 0 

厚生労働省 46(2) 9 37(2) 2 6 

農林水産省 37(1) 11 26(1) 1 9 

経済産業省 14(1) 1 13(1) 0 0 

国土交通省 33 14 19 0 1 

環境省 5 1 4 0 0 

合計 176(4) 48 128(4) 3 16 
（参考） 

令和３年度 

（2021年度）の実績 
148(5) 25 123(5) 

  

（注１）令和４年度（2022年度）に第一報の公表を行った一般統計調査を計上している。 
（注２）（ ）内の数値は共管調査（複数の府省が共同で行う調査）の数であり、公表を行った一般統計調査の

件数の内数。共管調査は、共管の府省にそれぞれ１件と計上しているため、各府省の公表を行った一般統
計調査の件数を単純合計しても、合計と一致しない。 

（注３）本表でいう「経常調査」とは、１年以下の周期（毎月、毎四半期、半年など）で行われる統計調査のこ
とをいい、「周期調査等」とは、１年を超える周期（２年に１回、５年に１回など）か１回限りで行われ
る統計調査のことをいう。 

（注４）本表でいう公表の「早期化」とは、調査計画における第一報の公表期日について、繰上げの変更が行わ
れている場合をいう。 

（注５）本表でいう公表の「遅延」とは、実際に公表を行った時期について、予定していた公表時期から遅れの
あった場合をいう。 

 

３ 指定地方公共団体が行う統計調査 

法第24条第１項においては、地方公共団体（地方公共団体の規模を勘案

して政令で定めるものに限る。以下「指定地方公共団体」という。令和４年

度（2022年度）末現在で、47都道府県及び20指定都市）の長その他の執行機

関が統計調査を行おうとする場合には、あらかじめ、総務大臣に届け出なけ

ればならないとされており、これを変更しようとするときも同様とされてい

る。 

令和４年度（2022年度）に、指定地方公共団体の長その他の執行機関が

統計調査の新規実施の届出を行った件数は209件、統計調査の変更の届出を

行った件数は241件であった（表８、資料14及び15参照）。 
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  表８ 指定地方公共団体が行う統計調査の届出件数 

（令和４年度（2022年度）） 

 統計調査の新設の届出件数 統計調査の変更の届出件数 

都道府県 154(1) 184(8) 

指定都市 55(2) 62(6) 

合計 209(3) 241(9) 
（参考） 

令和３年度 
（2021年度）の実績 

152 222(2) 

（注１）（ ）内の数値は共管調査（複数の地方公共団体が共同で行う調査）の数である。共管調査は、共管の
地方公共団体にそれぞれ１件と計上しているため、各地方公共団体の届出件数を単純合計しても、合計と一
致しない。 

（注２）複数回届出されている場合、それぞれ１件と計上している。 

 

４ 指定独立行政法人等が行う統計調査 

法第25条においては、独立行政法人等（その業務の内容その他の事情を勘

案して大規模な統計調査を行うことが想定されるものとして政令で定めるも

のに限る。令和４年度（2022年度）末現在、日本銀行が該当する。以下「指

定独立行政法人等」という。）が、統計調査を行おうとする場合には、あら

かじめ、総務大臣に届け出なければならないとされており、これを変更しよ

うとするときも同様とされている。 

令和４年度（2022年度）に指定独立行政法人等が統計調査の変更の届出を

行った件数は２件であった。 

 

５ 事業所母集団データベース 

（１）事業所母集団データベースの整備及び情報の利用状況 

法第27条第１項においては、総務大臣は、事業所母集団データベースを

整備するものとされており、同条第２項では、同項本文に規定する対象機

関は、同項第１号又は第２号に掲げる目的のため、事業所母集団データベ

ースに記録されている情報の提供を受けることができるとされている。 

事業所母集団データベースに記録されている情報の提供を受けることが

できる機関については、平成30年改正法により、従来、行政機関の長、指

定地方公共団体の長又は指定独立行政法人等とされていたところ、全ての

公的統計の作成主体である行政機関等（行政機関、地方公共団体又は独立

行政法人等）に範囲が拡大されている。 

また、法第27条第２項第１号に掲げる目的については、平成30年改正法

により、統計調査（事実の報告を求めることにより行う調査）には該当し

ない統計を作成するための統計調査以外の調査（以下「意識調査等」とい

う。）の対象の抽出についても含むこととされている。 

令和４年度（2022年度）に、行政機関、地方公共団体及び独立行政法人

等が事業所母集団データベースに記録されている情報の提供を受けた件数

は254件であった（表９参照）。 
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表９ 事業所母集団データベースの情報の利用状況 

（令和４年度（2022年度）） 

提供先 

府省等名 

提供を受けた 

件数 

 

うち調査対象の抽出

目的 

うち統計の作成目的 うち調査対象の抽出

及び統計の作成目的 

人事院 1 1 0 0 

内閣府 2 2 0 0 

総務省 9 3 1 5 

財務省 1 1 0 0 

厚生労働省 12 11 1 0 

農林水産省 4 3 1 0 

経済産業省 4 2 1 1 

国土交通省 4 2 2 0 

環境省 1 0 1 0 

都道府県 107 100 6 1 

指定都市 19 18 1 0 
都道府県及び指定都市

以外の地方公共団体 
87 80 5 2 

指定独立行政法人等 0 0 0 0 
指定独立行政法人等以

外の独立行政法人等  
3 1 1 1 

合計 254 224 20 10 
（参考） 
令和３年度 

（2021年度）の実績 
262 228 26 8 

 

（２）重複是正及び調査履歴登録の実施状況 

法第27条においては、事業所母集団データベースを整備する目的の一つ

として、統計調査その他の統計を作成するための調査における被調査者

（当該調査の報告を求められる個人又は法人その他の団体。以下同じ。）

の負担の軽減に資することが挙げられている。 

行政機関は、事業所母集団データベースを利用することにより、事業

所・企業を対象とした統計調査について、①統計調査の実施前に調査対象

を確認し、過重な調査負担が課されている事業所・企業を統計調査の対象

から除外（重複是正）するとともに、②統計調査の実施後に調査対象とな

った又は回答を行った個々の事業所・企業の履歴の登録（調査履歴登録）

をしている。 

また、令和元年（2019年）５月に平成30年改正法が全面施行されたこと

に伴い、行政機関は、事業所母集団データベースの情報を利用した意識調

査等についても、調査履歴登録を行うこととしている。 

令和４年度（2022年度）に、行政機関が事業所母集団データベースを用

いて重複是正を行った統計調査は、重複是正の対象となる70件のうち69件

（実施率98.6％）、調査履歴登録を行った統計調査及び意識調査等は、調

査履歴登録の対象となる146件のうち146件（実施率100.0％）であった

（表10参照）。 
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表10 重複是正及び調査履歴登録の実施状況（令和４年度（2022年度）） 

 

府省名 

重複是正 調査履歴登録 

対象調査 

件数 

実施調査 

件数 

実施率 

（％） 

対象調査 

件数 

実施調査 

件数 

実施率 

（％） 

人事院 2 2 100.0 2 2 100.0 

内閣府 3(1) 3(1) 100.0 5(1) 5(1) 100.0 

総務省 7 7 100.0 10(1) 10(1) 100.0 

財務省 3(1) 3(1) 100.0 5(1) 5(1) 100.0 

文部科学省 4(1) 4(1) 100.0 12(1) 12(1) 100.0 

厚生労働省 21(1) 21(1) 100.0 34(1) 34(1) 100.0 

農林水産省 14(1) 13(1)  92.9 33(1) 33(1) 100.0 

経済産業省 7(1) 7(1) 100.0 22(2) 22(2) 100.0 

国土交通省 12 12 100.0 27 27 100.0 

合計 70(3) 69(3)  98.6 146(4) 146(4) 100.0 
（参考） 

令和３年度 

（2021年度）の実績 
75(3) 71(3) 94.7 158(5) 158(5) 100.0 

（注）（ ）内の数値は共管調査（複数の府省が共同で行う調査）の数であり、共管調査は、共管の府省にそれ
ぞれ１件と計上しているため、各府省の対象調査件数等を単純合計しても、合計と一致しない。 

 

６ 統計基準の設定 

法第２条第９項においては、公的統計の作成に際し、その統一性又は総合

性を確保するための技術的な基準を、統計基準と定義し、法第28条では、総

務大臣が統計基準を定め、これを公示しなければならないとされており、こ

れを変更又は廃止する場合も同様とされている。 

令和４年度（2022年度）に、統計基準の新設、変更又は廃止を行ったもの

はない（表11参照）。 

 

表11 統計基準の設定状況 （令和４年度（2022年度）末現在） 

統計基準名 統計基準の概要 公示日 施行日 

日本標準職業分類 
統計を職業別に表示する場合に
使用する基準 

平成21年 
12月21日 

平成22年 
４月１日 

指数の基準時に関す
る統計基準 

指数を作成する場合に使用する
基準 

平成22年 
３月31日 

平成22年 
４月１日 

季節調整法の適用に

当たっての統計基準 

季節調整法を適用する場合に守

るべき手法や公表事項の基準 

平成23年 

３月25日 

平成23年 

５月１日 

日本標準産業分類 
統計を産業別に表示する場合に
使用する基準 

平成25年 
10月30日 

平成26年 
４月１日 

疾病、傷害及び死因
の統計分類 

統計を疾病、傷害及び死因別に
表示する場合に使用する基準 

令和３年 
４月19日 

令和３年 
６月１日 

 
７ 法に基づく協力要請 

（１）行政機関に対する行政記録情報の提供の要請状況 

法第29条第１項においては、行政機関の長は、他の行政機関が保有する

行政記録情報を用いることにより正確かつ効率的な統計の作成又は統計調
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査その他の統計を作成するための調査（令和元年（2019年）５月に平成30

年改正法が全面施行されたことにより意識調査等も含むこととされた。）

における被調査者の負担の軽減に相当程度寄与すると認めるときは、当該

行政記録情報を保有する行政機関の長に対してその情報の提供を求めるこ

とができるとされている。 

令和４年度（2022年度）に、行政機関が行政記録情報の提供を受けた件

数は20件であった（令和３年度（2021年度）の実績は20件）。 

 

（２）行政機関に対する調査、報告その他の協力の要請状況 

法第29条第２項においては、行政機関の長は、基幹統計調査を円滑に行

うためその他基幹統計を作成するため必要があると認めるときは、他の行

政機関の長に対し、必要な資料の提供、調査、報告その他の協力を求める

ことができるとされている。 

令和４年度（2022年度）に、行政機関が他の行政機関に対し協力要請を

行った件数は３件であり、全て応諾されている（令和３年度（2021年度）

の協力要請の実績は５件）。 

 

（３）地方公共団体及びその他の関係者に対する協力の要請状況 

法第30条においては、行政機関の長は、基幹統計調査を円滑に行うため

その他基幹統計を作成するため必要があると認めるときは、地方公共団体

の長その他の執行機関、独立行政法人等その他の関係者又はその他の個人

若しくは法人その他の団体に対し、協力を求めることができるとされてい

る。 

令和４年度（2022年度）に、行政機関が地方公共団体の長その他の執行

機関等に対して協力要請を行った件数は23件であり、全て応諾されている

（令和３年度（2021年度）の協力要請の実績は17件）。 

 

（４）総務大臣が行う協力の要請状況 

法第31条においては、総務大臣は、統計委員会の意見を聴いた上で、基

幹統計調査を円滑に行うためその他基幹統計の作成のため必要があると認

めるときは、当該基幹統計を作成する行政機関以外の他の行政機関の長、

地方公共団体の長その他の執行機関、独立行政法人等その他の関係者又は

その他の個人若しくは法人その他の団体に対し、当該基幹統計を作成する

行政機関の長への必要な資料の提供、調査、報告その他の協力を行うよう

求めることができるとされている。 

令和４年度（2022年度）に、総務大臣から行政機関の長等に対し資料の

提供等を行うよう求めた実績はなかった（令和３年度（2021年度）の実績

は０件）。 
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Ⅱ 調査票情報等の利用及び提供 

 １ 調査票情報の二次利用 

   法第32条においては、行政機関の長又は指定独立行政法人等は、統計の作

成若しくは統計的研究（以下「統計の作成等」という。）を行う場合又は統

計調査その他の統計を作成するための調査に係る名簿を作成する場合には、

その行った統計調査に係る調査票情報を自ら用いること（二次利用）ができ

ると規定されている。 

   令和４年度（2022年度）に、行政機関又は指定独立行政法人等が、所管す

る統計調査の調査票情報を二次利用した件数は629件であった（表12、資料

16及び資料19参照）。 

表12 法第32条の規定に基づく調査票情報の二次利用件数 

（令和４年度（2022年度）） 

統計調査 

所管府省等名 
利用件数 

 

統計の作成等を行う
場合 

統計調査その他の統計を作
成するための調査に係る名

簿を作成する場合 

内閣官房  4    4    0      

内閣府 1    1    0      

総務省 33    33    0      

財務省 6    4    2      

文部科学省 104    92    12      

厚生労働省 163    155    8      

農林水産省 81    79    2      

経済産業省 119    110    9      

国土交通省 111    108    3      

環境省 3    3    0      

日本銀行 4    4    0      

合計  629    593    36      
（参考） 

令和３年度（2021
年度）の実績 

674    626    48      

（注）令和４年度（2022年度）に利用を開始したものの数（利用目的ごとに計上）であり、令和３年度（2021

年度）以前から継続して利用しているものは含まない。 

 ２ 調査票情報の提供 

   法第33条においては、行政機関の長又は指定独立行政法人等は、 

  ・ 行政機関、地方公共団体、独立行政法人等その他これに準ずる機関（以

下「公的機関等」という。）が、統計の作成等又は統計調査その他の統計

を作成するための調査に係る名簿の作成を行う場合（法第33条第１項第１

号） 

  ・ 公的機関等が行う統計の作成等と同等の公益性を有する統計の作成等と

して総務省令で定めるものを行う者が、当該総務省令で定める統計の作成

等を行う場合（法第33条第１項第２号） 
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  に、総務省令で定めるところにより、これらの者からの求めに応じ、その行

った統計調査に係る調査票情報をこれらの者に提供することができると規定

されている。 

   後者の場合について、統計法施行規則（平成20年総務省令第145号。以下

「規則」という。）第11条においては、公的機関等が行う統計の作成等と同

等の公益性を有する統計の作成等として、 

  ・ 公的機関等が、これらの者以外の者に委託し、又はこれらの者以外の者

と共同して行う調査研究に係る統計の作成等（規則第11条第１項第１号） 

  ・ 公的機関等が、その実施に要する費用の全部又は一部を公募の方法によ

り補助する調査研究に係る統計の作成等（規則第11条第１項第２号） 

  ・ 行政機関の長又は地方公共団体の長その他の執行機関が、その政策の企

画、立案、実施又は評価に有用であると認める統計の作成等その他法第33

条第１項第２号に規定する同等の公益性を有するものとして特別な事由が

あると認める統計の作成等（規則第11条第１項第３号） 

  であって、規則第42条に規定する調査票情報を適正に管理するために必要な

措置が講じられているものが規定されている。 

   令和４年度（2022年度）に、行政機関又は指定独立行政法人等が、法第33

条第１項第１号に該当するとして、調査票情報を提供した件数は2,206件で

あった。また、同項第２号に該当するとして、調査票情報を提供した件数は

284件であった（表13、資料17及び資料19参照）。 

 

表13 法第33条の規定に基づく調査票情報の提供件数 

（令和４年度（2022年度）） 

統計調査 

所管府省等名 

法第33条第１項第１号該当件数 

（公的機関等への提供） 

法第33条第１項第２号該当件数 
  公的機関等が行う統計の作成等と同等の公益 

性を有する統計の作成等を行う者への提供 

 統計の作成
等を行う場
合 

統計調査そ
の他の統計
を作成する
ための調査
に係る名簿
を作成する
場合 

 公的機関等
が委託又は
共同して行
う調査研究
に係る統計
の作成等を
行う者への
提供 

公的機関等
が費用の全
部又は一部
を公募の方
法により補
助する調査
研究に係る
統計の作成
等を行う者
への提供 

行政機関の
長又は地方
公共団体の
長その他の
執行機関が
政策の企
画、立案、
実施又は評
価に有用で
あると認め
る等の統計
の作成等を
行う者への
提供 

内閣府 0  0  0   6  2    4   0   

総務省 215  211  4   71  16   55   0   

財務省 10  9  1   0  0   0   0   

文部科学省 188  187  1   20  2   18   0   

厚生労働省 993  977  16   110  4   105   1   

農林水産省 65  63  2   12          0   12   0   

経済産業省 535  505  30   37  0   37   0   
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国土交通省 188   187   1    24  2   6   16   

環境省 12   12   0   4  0   2   2   

合計 2,206   2,151   55   284  26   239   19   

（参考） 
令和３年度（2021年

度）の実績 
2,169   2,045   124   278  18   235   25   

（注）令和４年度（2022年度）に利用を開始したものの数（利用目的ごとに計上）であり、令和３年度（2021年度）

以前から継続して利用しているものは含まない。 

 

   また、法第33条の２第１項においては、行政機関の長又は指定独立行政法

人等は、上述の法第33条第１項に定めるもののほか、総務省令で定めるとこ

ろにより、一般からの求めに応じ、その行った統計調査に係る調査票情報を

学術研究の発展に資する統計の作成等その他の行政機関の長又は指定独立行

政法人等が行った統計調査に係る調査票情報の提供を受けて行うことについ

て相当の公益性を有する統計の作成等として総務省令で定めるものを行う者

に提供することができると規定されている。 

   行政機関の長又は指定独立行政法人等が行った統計調査に係る調査票情報

の提供を受けて行うことについて相当の公益性を有する統計の作成等につい

て、規則第19条においては、 

・ 学術研究の発展に資すると認められる統計の作成等（規則第19条第１項

第１号） 

・ 高等教育の発展に資すると認められる統計の作成等（規則第19条第１項

第２号） 

が規定されている。 

   学術研究の発展に資すると認められる統計の作成等については、 

  ⑴ 学校教育法（昭和22年法律第26号）第１条に規定する大学若しくは高等

専門学校若しくは同法第124条に規定する専修学校（同法第125条第１項に

規定する専門課程に限る。）（以下「大学等」という。）若しくは公益社

団法人若しくは公益財団法人が行う調査研究（公益社団法人又は公益財団

法人が行う調査研究については、公益社団法人及び公益財団法人の認定等

に関する法律（平成18年法律第49号）第２条第４号に規定する公益目的事

業（⑶において「公益目的事業」という。）に該当するものに限る。以下

この⑴において同じ。）又はこれらの者がこれらの者以外の者に委託し、

若しくはこれらの者以外の者と共同して行う調査研究に係る統計の作成等 

  ⑵ 大学等に所属する教員が行う調査研究、又は当該教員がこれら以外の者

と共同して行う調査研究に係る統計の作成等 

  ⑶ その実施に要する費用の全部又は一部を大学等、公益社団法人又は公益

財団法人が公募の方法により補助（公益社団法人又は公益財団法人が行う

補助については、公益目的事業に該当するものに限る。）する調査研究に

係る統計の作成等 

  ⑷ 行政機関の長又は地方公共団体の長その他執行機関が、法第33条の２第
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１項に規定する相当の公益性を有するものとして特別な事由があると認め

る統計の作成等 

  が規定されている。 

   令和４年度（2022年度）に、行政機関又は指定独立行政法人等が、規則第

19条第１項第１号に該当するとして、調査票情報を提供した件数は11件であ

った（表14、資料18及び資料19参照）。 

 

表14 法第33条の２の規定に基づく調査票情報の提供件数 

（令和４年度（2022年度）） 

統計調査 

所管府省等名 

法第33条の２第１項該当件数 

学術研究の発展に資すると認められる場合 

（規則第19条第１項第１号） 

高等教育の発展に 

資すると認められる

場合 

（規則第19条第１項

第２号） 

 
大学等若し
くは公益社
団法人若し
くは公益財
団法人が行
う調査研究
又はこれら
の者が委託
若しくは共
同して行う
調査研究に
係る統計の
作成等を行
う者への提
供 

大学等に所
属する教員
が行う調査
研究、又は
当該教員が
これら以外
の者と共同
して行う調
査研究に係
る統計の作
成等を行う
者への提供 

大学等、公
益社団法人
又は公益財
団法人が費
用の全部又
は一部を公
募の方法に
より補助す
る調査研究
に係る統計
の作成等を
行う者への
提供 

行政機関又
は地方公共
団体その他
の執行機関
が、法第 33
条の２第１
項に規定す
る相当の公
益性を有す
るものとし
て特別な事
由があると
認める統計
の作成等を
行う者への
提供 

内閣府 1   0   1   0   0   0     

総務省 5   0   5   0   0   0     

財務省 1   0   1   0   0   0     

厚生労働省 1   0   0   1   0   0     

経済産業省 3   0   3   0   0   0     

合計 11   0   10   1   0   0     

（参考） 

令和３年度（2021

年度）の実績 
11   1   9   0   1   1     

（注）令和４年度（2022年度）に利用を開始したものの数（利用目的ごとに計上）であり、令和３年度（2021年度） 

以前から継続して利用しているものは含まない。 

 

３ オーダーメード集計の実施 

  法第34条においては、行政機関の長又は指定独立行政法人等は、その業務の

遂行に支障のない範囲内において、総務省令で定めるところにより、一般か

らの委託に応じ、その行った統計調査に係る調査票情報を利用して、学術研

究の発展に資する統計の作成等その他の行政機関の長又は指定独立行政法人

等が行った統計調査に係る調査票情報を利用して行うことについて相当の公

益性を有する統計の作成等として総務省令で定めるものを行うこと（以下

「オーダーメード集計」という。）ができると規定されている。 

  上述の調査票情報を利用して行うことについて相当の公益性を有する統計の
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作成等について、規則第27条第１項においては、 

・ 学術研究の発展に資すると認められる統計の作成等（規則第27条第１項第

１号） 

・ 教育の発展に資すると認められる統計の作成等（規則第27条第１項第２号） 

・ デジタル社会形成基本法第38条第２項第13号(注)に規定する特定公共分野

に係る統計の作成等（規則第27条第１項第３号） 

が規定されている。 

  令和４年度（2022年度）末現在、行政機関及び指定独立行政法人等がオーダ

ーメード集計の対象としている統計調査は30調査（394年次分）であった（資

料20参照）。これらのうち、17調査については、法第37条の規定に基づき、

独立行政法人統計センターに委託してオーダーメード集計の結果を提供して

いる。 

  令和４年度（2022年度）のオーダーメード集計の提供件数は21件であった

（表15及び資料21参照）。 

（注）デジタル社会形成基本法に基づく特定公共分野は、従前、同法第37条第２項第

13号により規定されていたが、デジタル社会の形成を図るための規制改革を推進す

るためのデジタル社会形成基本法等の一部を改正する法律（令和５年法律第63号）

が令和５年６月16日に施行されたことを受け、現行ではデジタル社会形成基本法第

38条第２項第13号に規定されている。以下同じ。 

 

表15 オーダーメード集計の結果の提供件数 

（令和４年度（2022年度）） 

統計調査 

所管府省等名 

オーダーメー

ド集計の結果

の提供件数 

 

（参考） 

統計調査ごと

に計上した場

合の提供件数 

学術研究の発

展に資すると

認められる統

計の作成等 

教育の発展に

資すると認め

られる統計の

作成等 

デジタル社会

形成基本法第

38条第２項第

13号に規定す

る特定公共分

野に係る統計

の作成等 

総務省 10    10   0   0    10   

厚生労働省 2    2   0   0    2   

農林水産省 1    1   0   0    1   

国土交通省 7    1   0   6    7   

日本銀行 1    1   0   0    1   

合計 21    15   0   6    21   
（参考） 
令和３年度

（2021年度）の
実績 

26    20   1   6    28   

（注）１件の申出で複数の統計調査に係るオーダーメード集計の提供を受け付けている場合があるため、統計調査

ごとに計上した場合の提供件数を参考値として記載している。 

 

 

 

146



４ 匿名データの作成及び提供 

  法第35条第１項においては、行政機関の長又は指定独立行政法人等は、その

行った統計調査に係る調査票情報を加工して、匿名データを作成することが

できると規定されており、同条第２項においては、行政機関の長は、基幹統

計調査に係る匿名データを作成しようとするときは、あらかじめ、統計委員

会の意見を聴かなければならないと規定されている。 

  また、法第36条第１項においては、行政機関の長又は指定独立行政法人等は、

総務省令で定めるところにより、一般からの求めに応じ、法第35条第１項の

規定により作成した匿名データを学術研究の発展に資する統計の作成等その

他の匿名データの提供を受けて行うことについて相当の公益性を有する統計

の作成等として総務省令で定めるものを行う者に提供することができると規

定されている。 

  上述の匿名データの提供を受けて行うことについて相当の公益性を有する統

計の作成等について、規則第35条第１項においては、 

・ 学術研究の発展に資すると認められる統計の作成等（規則第35条第１項第

１号） 

・ 教育の発展に資すると認められる統計の作成等（規則第35条第１項第２号） 

・ 国際社会における我が国の利益の増進及び国際経済社会の健全な発展に資

すると認められる統計の作成等（規則第35条第１項第３号） 

・ デジタル社会形成基本法第38条第２項第13号に規定する特定公共分野に係

る統計の作成等（規則第35条第１項第４号） 

が規定されている。 

  令和４年度（2022年度）末現在、行政機関及び指定独立行政法人等が匿名デ

ータの提供を行っている統計調査は７調査（68年次分）であった（資料20参

照）。これらのうち、６調査については、法第37条の規定に基づき、独立行

政法人統計センターに委託して匿名データの提供を実施している。 

  令和４年度（2022年度）の匿名データの提供件数は46件であった（表16及び

資料21参照）。 

 

表16 匿名データの提供件数 

（令和４年度（2022年度）） 

統計調査 

所管府省等名 

匿名デー

タの提供

件数 

 

（参考） 

統計調査 

ごとに 

計上した 

場合の 

提供件数 

学術研究

の発展に

資すると

認められ

る統計の

作成等 

教育の発

展に資す

ると認め

られる統

計の作成

等 

国際社会

における

我が国の

利益の増

進等に資

すると認

められる

統計の作

成等 

デジタル

社会形成

基本法第

38条第２

項第13号

に規定す

る特定公

共分野に

係る統計

の作成等 

総務省 35   33  2  0  0  41   
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厚生労働省 11   9  2  0  0  11   

合計 46   42  4  0  0  52   
（参考） 

令和３年度（2021年度） 
の実績 

21   19  2  0  0  26  

（注）１件の申出で複数の統計調査に係る匿名データの提供を受け付けている場合があるため、統計調査ごとに計上 

した場合の提供件数を参考値として記載している。 

 

５ 調査票情報等の適正管理のための措置 

  法第39条第１項においては、調査票情報等を適正に管理するために必要な措

置として総務省令で定めるものを講じなければならないと規定されており、

同項各号において、対象機関ごとに当該措置を講じなければならない情報が

規定されている。 

  当該対象機関については、従来、行政機関の長、指定地方公共団体の長その

他の執行機関及び指定独立行政法人等とされていたところ、平成30年改正法

により事業所母集団データベースに記録されている情報の提供を受けること

ができる機関の範囲が拡大されたことに伴い、全ての公的統計の作成主体で

ある行政機関の長、地方公共団体の長その他の執行機関及び独立行政法人等

に範囲が拡大されている。 

  対象機関が講じなければならない措置については、規則第41条において、主

体・対象となる情報ごとに組織的管理措置、人的管理措置、物理的管理措置、

技術的管理措置等のカテゴリーを設定し、それぞれ適正管理措置を講ずべき

具体的な措置内容を規定している。 

  行政機関の長、地方公共団体の長その他の執行機関、独立行政法人等及び受

託者（法第39条第１項各号に定める情報の取扱いに関する業務の委託を受け

た者その他の当該委託に係る業務を受託した者）においては、法第39条及び

規則第41条の規定に基づき、「調査票情報等の管理及び情報漏えい等の対策

に関するガイドライン」（平成21年２月６日総務省政策統括官（統計基準担

当）決定）を参考として、調査票情報等を適正に管理するための措置（管理

簿の整備、研修の実施、点検・監査の実施等）を講じている。 

  令和４年度（2022年度）には、過失により調査関係書類を紛失するなどの管

理上問題がある事案が確認されたため、関係機関においては、調査票情報等

の管理の徹底について指導する等、再発防止に引き続き取り組んでいる。 
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資料 19 「調査票情報の二次利用及び提供」の活用事例 

（令和４年度（2022年度）） 

 

 

 令和４年度における調査票情報の二次利用の件数は、115調査に係る 629件となっている。 

行政機関が、公的機関等へ調査票情報を提供した件数（法第 33 条第１項第１号に該当するも

の）は、97 調査に係る 2,206 件（提供先別の内訳は、国：167 件、地方公共団体：1,889 件、大

学：39件、独立行政法人等その他：111件）となっており、公的機関等が行う統計の作成等と同

等の公益性を有する統計の作成等として総務省令で定めるものを行う者への提供件数（法第 33

条第１項第２号に該当するもの）は、72 調査に係る 284 件（提供先別の内訳は、国：18 件、大

学：219件、独立行政法人等その他：47件）となっている。 

具体的な利用目的等の例は、表１のとおり、各種政策の立案等に係る基礎資料として活用され

ており、①白書や年次報告書等の作成のために用いる場合、②審議会等で利用する資料作成のた

めに用いる場合、③国政・地方行政の各種基本計画等の作成に用いる場合、④統計調査等のため

に用いる場合（統計調査の名簿作成及びプレプリント、調査手法や推計方法等の検討、加工統計

（国民経済計算、県民経済計算等）の作成等）等に分類できる。 

 

 

（注１） 提供先別の内訳について、機関に所属する者が法第 33条第１項第２号の規定に基づき調査票情 

報の提供を受ける場合も、所属する機関の分類に含めて整理している。 

 （注２） 法改正後の調査票情報の利用実績については、ミクロデータ利用ポータルサイト（miripo）を

参照。 

    （https://www.e-stat.go.jp/microdata/jisseki） 

（注３） 法改正前のオーダーメード集計及び匿名データを利用した研究事例については、（独）統計セン

ターＨＰを参照。 

（https://www.nstac.go.jp/use/archives/jisseki/） 

（注４） 指定地方公共団体（令和５年３月末現在で、47都道府県及び 20指定都市）が実施した統計調       

査に係る調査票情報については、当該地方公共団体の条例の規定に基づき二次利用等が行われて

いる。なお、オーダーメード集計及び匿名データに関する規定を定めている地方公共団体も少数み

られるが、これまでのところ利用実績はない。 
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表１ 「調査票情報の二次利用及び提供」の具体例（令和４年度） 

（所管府省等） 
統計調査名 

提供先 
（注１） 

調査票情報の利用目的 

類型 
（注２） 

概要 

（内閣官房） 

人々のつながりに
関する基礎調査 

－ 白書 
「令和５年版高齢社会白書」に掲載する分析データを作

成するために利用 

（内閣府） 

組織マネジメント
に関する調査 

大学 その他 
企業・事業所間の環境生産性格差及びその要因に関する

実証研究のために利用 

（総務省） 

国勢調査 － その他 

調査区別に住宅関連項目などの状況について分析を行
い、地域特性を把握することで、令和７年国勢調査第２次試
験調査の調査区選定の参考資料とするために利用 

全国家計構造調査 大学 その他 

「労働者の消費行動が地域間賃金格差と潜在的な労働力
に与える影響の実証研究」として、消費の波及効果が地域間
賃金格差や労働者の就業状態の決定要因となっているのか
を日本のミクロデータを用いた実証分析により明らかにす
るために利用 

小売物価統計調査 地方公共団体 その他 
市の消費者物価指数やその他物価に関する資料を作成す

るために利用 

（財務省） 

法人企業統計調査 独立行政法人 その他 

「企業金融・企業行動ダイナミクス研究会」の研究の一環
として、企業の資金や資産配分の動向・効率性や、減損会計
をはじめとする制度変化の影響に関する分析を行うために
利用 

（文部科学省） 

学校基本調査 － 審議会 

2040 年に向けた高等教育のグランドデザイン（答申）を
受けて、今後、国公私の役割等を踏まえた高等教育の規模に
ついても議論することとしている。議論に当たり、都道府県
別の大学入学・在籍状況等のデータを用いて進学動向等の
分析や会議資料の作成を行うために利用 

児童生徒の問題行
動・不登校等生徒指
導上の諸課題に関
する調査 

地方公共団体 白書 
公立高校において設置している課程・学科について、約 10

年間の実態把握統計資料を作成するために利用 

（厚生労働省） 

医療施設調査 － 統計調査 

病院報告（一般統計調査）において、各月の医療施設調査
の医療機関情報を基にデータチェック及び整合を図り、医
療施設調査の調査票情報を本調査結果に付加することによ
りデータを確定・集計するために利用 

病院報告 大学 その他 

文部科学省・基盤研究(A)(一般)「医療・介護の持続可能
な制度設計へ向けて－多国間比較研究による行政データの
利活用」による研究事業の一環として利用 

労使関係総合調査
（労働組合基礎調
査） 

地方公共団体 その他 
県における労使関係に関する施策に係る基礎資料として

必要な統計を作成するために利用 
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（農林水産省） 

農業経営統計調査 － その他 

令和３年度「脱炭素型フードサプライチェーンの可視
化・ESG情報開示推進委託事業」により作成する「農産物
の温室効果ガス簡易算定シート」において、肥料費、農薬
費、動力光熱費等から、きゅうり及びトマトの生産段階に
おける地域ブロックごとの標準的な温室効果ガス排出量を
算定し、地域の慣行栽培の標準値を設定するために利用 

木材統計調査 経済産業省 統計調査 

経済産業局管内の普通合板、特殊合板について、月別の
生産量を把握し、鉱工業指数の「木材・木製品工業」にお
ける生産指数、出荷指数及び在庫指数の基準改定作業をす
るために利用 

（経済産業省） 

経済センサス‐活
動調査 

地方公共団体 基本計画 
中心市街地活性化基本計画の現状分析に記載するために

利用 

経済産業省企業活
動基本調査 

－ その他 

「法人課税の今後の課題と実証分析」プロジェクトの一
環として、税制に関わるルール、これまでの法人税改革の効
果、今後実施することが考えられる税制改革が企業行動等
に与える影響及びさらに成長志向を強めていくために、こ
れからの法人に対する課税の在り方に関する分析を行うた
めに利用 

工場立地動向調査 国土交通省 その他 

近年の臨海部における土地需要並びに産業構造の詳細な
動向及び傾向について把握し、高度な物流化に向けた臨海
部の土地利用に関する政策策定などの基礎資料とするため
に利用 

（国土交通省） 

パーソントリップ
調査 

独立行政法人 基本計画 

市民の公共交通での移動促進や公共交通サービスの改善
を目的に、地域公共交通における持続可能な運送サービス
の確保に向け、「地域公共交通計画」を策定するために利
用 

全国輸出入コンテ
ナ貨物流動調査 

－ その他 
一般国道改築の事業認定申請にあたって、港のコンテナ

貨物の利用実態を説明するために利用 

宿泊旅行統計調査 大学 その他 

市との間で締結した連携協定に基づき、安全・防災・社会
保障・観光等の観点から、市が掲げる、将来にわたって住み
つづけたいと思える持続可能な「ひと・まちづくり」を達成
するための研究を行うために利用 

（環境省） 

大気汚染物質排出
量総合調査 

地方公共団体 その他 
県で必要とする大気測定局数及び設置場所の再検討に際

し、ばい煙排出量を把握するために利用 

（注１）「提供先」が統計調査の所管府省と同一の場合（調査票情報の二次利用の場合）は、「－」としている。 

（注２）主として用いられている「類型」は以下のとおり。 

・白書：白書や年次報告書等の作成のために用いる場合 

・審議会:審議会等で利用する資料作成のために用いる場合 

・基本計画：国政・地方行政の各種基本計画等の作成に用いる場合 

・統計調査：統計調査等のために用いる場合（統計調査の名簿作成及びプレプリント、調査手法や推計方法

等の検討、加工統計（国民経済計算、県民経済計算等）の作成等） 

・その他：上記以外 

（複数に該当する場合もあるが、本表では主なもののみを記載） 
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また、法第 33条の２第１項に基づき調査票情報を提供した件数は、11調査に係る 11件（提供

先別の内訳は、大学等：６件、公益法人等：５件）となっている。 

 具体的な利用目的等の例は、表２のとおりである。 

 
表２ 「法第 33条の２に基づく調査票情報の提供」の具体例（令和４年度） 

（注）機関に所属する者が個人として統計法第 33条の２第１項の規定に基づき調査票情報の提供を受ける場合は、所

属する機関の分類に含めている。 

 

 

（所管府省等） 
統計調査名 

提供先 調査票情報の利用目的 

（内閣府） 

青少年のインター
ネット利用環境実
態調査 

大学 

近年のデジタル端末の利用の低年齢化や、世界的なインターネット・
ゲ一ム障害の定義の試みなどを踏まえ、過度なインターネット使用に
伴うトラブルや問題行動などと、インターネットへの接続状況、使用に
関する保護者とのルールなどの関係を調べ、適切なインターネット・デ
ジタル端末利活用のための研究を行うために利用 

（総務省） 

社会生活基本調査 大学 

日本経済研究センター研究奨励金における研究「貧困対策・格差是正
に向けた実態把握資料のための貧困地図作成」の一環として、コロナ禍
前の我が国における小領域レベルの貧困状況を視覚的に把握する信頼
性の高い資料作成への試みとその結果から示唆される社会医学的知見
に関する研究を行うために利用 

（厚生労働省） 

賃金構造基本統計
調査 

大学 

日東学術振興財団助成金「追加的な教育負担を考慮した上での労働
受け入れの影響分析－年金・失業・教育の側面を考慮して－」の研究の
一環として、外国人労働者と日本人労働者において不完全代替の可能
性を考慮した上で相対賃金率の推計を行うために利用 

（経済産業省） 

経済産業省企業活
動基本調査 

公益法人等 
公的企業データと民間企業データの効率的なデータリンケージ手法

とデータリンケージの効果に関する研究を行うために利用 
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